
 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

本市の人口は、平成 25 年以降、死亡数が出生数を上回る自然減が続いているもの

の、自然減を上回る他地域からの社会増により、常住人口は増加傾向にあり、平成 28

年には人口が２３０万人を超えている。 

名古屋圏の経済は、リニア中央新幹線の開業を見据えた名古屋駅前を中心とした大

規模再開発が進むなどの動きがある一方、少子高齢化に伴う人口構造の急激な変化や

経済のグローバル化がもたらす都市間競争など、本市経済を取り巻く状況は大きく変

化している。 

市内の事業所数（平成 26 年）を産業別にみると、卸売業・小売業やサービス業な

ど第３次産業の比率が８割を超えている。また、愛知県に占める割合をみると、情報

通信業、学術研究、専門・技術サービス業が５割以上を、卸売業・小売業、金融業・

保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、サービス業が４割以上を占めており、本市

は名古屋圏に集積するものづくり産業のビジネス支援拠点としての機能を果たして

いる。 

本市には、圏域の強みであるものづくり産業や大都市ならではの商業・サービス業

など、多様な業種が集積しているが、本市事業所の多数を占める中小企業は、少子高

齢化や人手不足への対応等の厳しい事業環境にある。このような中、中小企業の生産

性を向上させることは重要な課題であり、中小企業の設備投資を支援することで本市

の産業競争力の向上を図り、本市経済の持続的発展につなげていくことが重要である。 

 

（２）目標 

生産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

年間２００件程度の先端設備等導入計画を認定することで、中小企業者の先端設備等

の導入を促し、東海地域の中核都市として更に経済発展していくことを目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるもの

をいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

本市の産業は圏域の強みであるものづくり産業や大都市ならではの商業・サービス

業など、多様な業種が本市の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業

者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を

支援する観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特



別措置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本市の産業は圏域の強みであるものづくり産業や大都市ならではの商業・サービス

業など、多様な業種が広域に立地している。これらの地域で、広く事業者の生産性向

上を実現する観点から、本計画の対象区域は、市内全域とする。 

（２）対象業種・事業 

 多様な業種が本市の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生

産性向上を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全

業種とする。 

生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT 導入によ

る業務効率化、省エネの推進等、多様である。したがって本計画においては、労働生

産性が年率３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

計画期間は国が同意した日から３年間とする。 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

計画期間は３年間、４年間または５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の

安定に配慮する。 

公序良俗に反する取組や、暴力団と密接な関係を有する者との関係が認められるも

のについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に

配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 


